十和田八幡平国立公園八幡平地域指定70周年記念ロゴマーク使用の手引き
令和７年12月３日
八幡平国立公園協会
十和田八幡平国立公園八幡平地域指定70周年記念ロゴマーク(以下「本ロゴマーク」)について、使用の基準を定めます。

１　本ロゴマークの使用許可等について
⑴　本ロゴマークは、十和田八幡平国立公園の普及啓発、広報、理解促進を目的とした場合に、
どなたでも無償で使用することができます。使用の際の届け出等は特に必要ありません。
　⑵　ダウンロードについてはホームページをご利用いただくか、下記あてにご連絡願います。
八幡平国立公園協会事務局(八幡平市役所産業建設部商工観光課内)　
Email：shokanka@city.hachimantai.lg.jp

２　本ロゴマークの使用方法について
⑴　色彩の変更を含む、ロゴマークの改変等は認めません。ただし、モノクロ表現は可能です。
⑵　使用サイズに指定はありません。
⑶　次の場合にロゴマークを使用することはできません。使用にあたっては、法令を遵守し、
消費者等に誤認や誤解を与えないよう、十分に注意してください。使用に起因する問題が生
じた場合には、使用者がすみやかに対処する責任を負うものとし、八幡平国立公園協会は一
切の責任を負いかねます。
・特定の個人、団体、政党若しくは宗教団体を支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのある場合。
・法令や控除良俗に反するような方法で使用する場合。
・不当利益をあげることを目的とするような使用となる場合。
・特定の個人または団体の売名に利用されるような使用となる場合。
・提供する商品やサービスの品質を担保・保証するものとして使用する場合。
　・本ロゴマーク及び十和田八幡平国立公園等のイメージを損なうおそれがある場合。
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